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【デジタル化後】
（「周波数割当計画」（平成19年12月6日総務省告示））
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デジタル移行後の空き周波数の有効利用

V-Highマルチメディア放送

・携帯電話
・ITS（Intelligent Transport System：高度道路交通シ

ステム） に使用することを予定。
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携帯端末向けマルチメディア放送（V-High）イメージ

放送波による
一斉同報

V-Highマルチメディア放送サービスイメージ

日中 リアルタイム型放送

夜間 蓄積型放送

日中

周波数利用のイメージ（リアルタイム型放送と蓄積型放送）

放送と同時に視聴する者が少ない時間帯（夜間）は、広い帯域を使って
大容量の放送番組を送信し、受信機に蓄積させる。
（ユーザーは蓄積後の任意の時間に視聴可能。）

放送と同時に視聴する者が多い時間帯（日中）は、リアルタイム型放送
中心。

（
時
間
）

（帯域幅）

・ リアルタイムな情報提供 ・ 音楽や大容量の動画を
蓄積する視聴サービス

・ 電子書籍、電子雑誌の
提供

電子書籍・雑誌
音楽・ゲーム・
映画・ドラマ

ニュース・天気・
スポーツ中継

・ 電子教材、教育コンテンツ

教育
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制度整備の概要

①大規模枠（１３セグ）
③小規模枠
（３～６セグ）

13セグメント領域 1セグメント領域13セグメント領域

13セグメント Ｂ 5431 6 713セグメント Ａ 2

②中規模枠（７～１０セグ）

※１／２／３セグから選択して
申請（１者または複数者）

※７／８／９／１０セグから
選択して申請（１者）

一項目でも不適合＝拒否処分

・ 番組準則（公序良俗、政治的公平等）の遵守 ・ 表現の自由の享有（１者当たり13セグメントを上限）
・ 番組基準の策定、番組審議機関の設置 ・ 災害放送の実施
・ 個人情報の保護 ・ 設備の保守・管理、障害時の対応体制

・ 有料放送の提供条件の説明、苦情処理 ・ 欠格事由（外資規制及び処罰歴） 等

絶対審査項目 （放送法関係審査基準第10条の３及び認定方針第３条）

【絶対審査項目に適合する申請が割当て枠数を超えた場合】

・ 事業計画の適正性及び確実性 ・ 放送番組の制作及び調達に係る取引の適正性

・ 放送番組の多様性 等の確保
・ マルチメディア放送の特性を生かした ・ 国内受信者の利益の確保
サービスの推進 ・ 受信設備の普及に関する事項

・ 青少年の保護 等
注）一部の項目については、申請枠によって適用しない。

比較審査基準 （認定方針第４条）

適合性の高いものを認定 3

Ⅱ 審査基準の設定

（１者）

④１セグメント枠

（最大７者）

Ⅰ 参入枠（イメージ）

207.5
MHｚ

222
MHｚ

※①大規模枠（13セグ）と②中規模枠（7～10セグ）、③小規模枠（3～6セグ）
については13セグメントＡ、13セグメントＢのどちらかを選択して申請。


